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（令和４年度第２回（R4.12.26開催）千葉県環境審議会水環境部会において整理した事項） 

本県における生活環境の保全に関する水質環境基準の水域類型の 

見直しの考え方について 

 

水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定（当てはめ）に

ついては、環境基本法第 16条第 2項の規定により、県内の水域※は県が行うこととさ

れている。 

県が行う水域類型の指定（当てはめ）に関する事務は、地方自治法に基づく法定受

託事務であることから、その事務処理は「環境基本法に基づく環境基準の水域類型の

指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準（平成 13年 5月 31日付け環

水企第 92 号環境省水・大気環境局長通知令和 3 年 10 月 7 日改正）」に基づき、以下

の考え方を基本として行うものとする。 

 ※利根川、江戸川及び東京湾は国が行う。 

 

１ 環境省における生活環境の保全に関する水質環境基準の水域類型の見直しの 

考え方 

  水域類型の指定（当てはめ）の見直しに係る環境省の考え方は、「水質汚濁に係 

る環境基準について（昭和 46年 12月 28日環境庁告示第 59号）」を基本に、以下 

のとおりであり、この考え方に基づき、環境省は定期的に水域類型の見直しを行っ 

ている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

【平成 19年 9月 5日第１回中央環境審議会陸域環境基準専門員会資料 5から抜粋】 

（１）河川の見直し方針（案） 

１）見直しを検討する水域 

上位類型の基準を満足している水域 

２）見直しの考え方 

   上位類型の基準を満足していることの判断は以下のとおりとする。 

   ①原則として 5年間以上安定して上位類型の基準を満足しているＢ類型以下 

の水域。 

   ②原則として 10年間以上安定してＡＡ類型を満足しているＡ類型の水域。 

   ③水域類型の見直しにあたっては、ＢＯＤの測定値を基本に検討し、その他の 

項目について必要に応じて考慮して進めるものとする。 

 
 

【平成 9年 5月 14日中央環境審議会諮問から抜粋】 

 環境庁長官が指定する水域における環境基準の水域類型の指定の見直しの考え方 

 １ 河川について 

１）現状及び将来の河川の利用目的と整合していない河川について適切な利用目

的に応じた類型に見直しを行う。 

２）現状の水質が上位類型を達成している河川について水質維持の考え方により

見直しを行う。（「水域類型は、当該水域の水質が現状よりも少なくとも悪化す

ることを許容することとならないように配慮する」との観点からの見直し） 
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２ 本県における生活環境の保全に関する水質環境基準の水域類型の見直しの 

考え方 

 

 環境省の考え方を参考として、本県における基本的な考え方を以下のとおりとし、 

順次進めていくこととしたい。 

 

（１）見直し対象水域 

見直しの対象は県内の全水域であるが、水質や利用目的等に大きな変化がみら

れるのは河川であることから、当面、以下の河川を対象に見直しを進める。 

ア 利用目的に変化が生じ、現行の類型区分の利用目的と整合していない河川 

イ 類型指定当時と比べて水質の状況が大きく改善している河川 
 

表１ 本県の河川における類型指定状況 

類型区分 指定水域数※ 環境基準（mg/L） 主な利用目的 備考 

ＡＡ ０ １以下 国立公園等、水道（簡易ろ過） 表中の環境基

準は BOD（河

川の有機汚濁

の代表的な指

標）の値であ

る。 

Ａ ２２（２４） ２以下 水浴、水道（沈殿ろ過）、水産 

Ｂ ２０（２２） ３以下 水道（高度な浄水操作）、水産 

Ｃ １３（１４） ５以下 工業用水（沈殿等）、水産 

Ｄ ２（２） ８以下 農業用水、工業用水（薬品注入） 

Ｅ ８（８） １０以下 環境保全（日常生活で不快感を

生じない限度） 

※カッコ内は、国指定河川（利根川・江戸川）も含めた水域数 

 

（２）見直しの考え方 

ア 各河川の現状及び将来の利用目的を確認し、現行の類型の利用目的と整合し

ていない場合、適切な類型へ見直す。 

イ 公共用水域水質測定結果の直近のＢＯＤ環境基準達成状況を整理し、現状類

型がＢ～Ｅの場合は上位類型の基準値を５年以上連続して達成、または現状類

型がＡの場合はＡＡの基準値を１０年以上連続して達成が確認できた場合、上

位の類型へ見直す。 

ウ ＢＯＤ環境基準を安定して達成する上位の類型がＢ以上の場合、大腸菌数の

既存の調査結果について、令和４年４月から適用される基準値に係る達成状況

の確認を行い、達成していない場合は、大腸菌数については当面の間適用しな

いとした上で、上位の類型へ見直す。 

エ 水域類型の見直しにあたっては、ＢＯＤ及び大腸菌数の測定値を基本に検討

し、その他の項目については、必要に応じ、考慮するものとする。 
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（３）河川に当てはめる生活環境の保全に関する水質環境基準の水域類型の見直しの 

進め方について 
 

基本的な見直しの方法を以下のとおりとし、類型指定されている各河川に 

ついて、確認を行う。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

※１ 見直し後の類型及び達成期間※３は、既存の水質状況を勘案して、設定する。 

※２ 水質が現状よりも悪化することを許容することとならないことに留意する。（非悪化原則） 

※３ 類型見直しの際は、達成期間の見直しも合わせて行う。 
  達成期間：水質環境基準の達成に必要な期間であり、類型指定と合わせて設定することとされている。 

類型を見直す際も、合わせて達成期間を設定する必要がある。（水質汚濁に係る環境基準に 
ついて（昭和 46年 12 月 28 日環境庁告示第 59 号）） 

 ・「イ」：直ちに達成 
        ・「ロ」：5 年以内で可及的速やかに達成 
        ・「ハ」：5 年を超える期間で可及的速やかに達成 
        ・「ニ」：段階的に暫定目標を達成しつつ、可及的速やかな達成に努める 
 

 

 

２ 各河川のＢＯＤ環境基準達成状況※２を確認 

・現状類型がＢ～Ｅの場合、上位類型の基準値を５年以上連続して達成 

・現状類型がＡの場合、ＡＡの基準値を１０年以上連続して達成 

 

ＢＯＤ環境基準を安定して達成する上位類型に見直す。 

達成期間は「直ちに達成」とする。※３ 

類型は見直さず現

行基準の安定的な

達成を目指す。 

整合 

３ ＢＯＤ環境基準を安定し

て達成する上位類型がＢ以

上である場合 

４ ＢＯＤ環境基準を安定し

て達成する上位類型がＣ以

下である場合 

 

達 成 

５ 大腸菌数の既存の調査結果について、令和４年４月から適用

される基準値に係る達成状況を確認 

ＢＯＤ環境基準を安

定して達成する上位

類型へ見直す。 

達成期間は「直ちに

達成」とする。※３ 

不整合 
１ 各河川について、現状及び将来の利用目

的の情報収集を行い、現行の類型の利用目

的との整合性について確認 

利用目的に応じた適切な類型※１、２

へと見直す。 

未達成 

大腸菌数については

当面の間適用しない

とした上で、ＢＯＤ

環境基準を安定して

達成する上位類型に

見直す。 

達成期間は「直ちに

達成」とする。※３ 

達 成 

未達成 



 

4 

 

３ 今後の進め方について 

 

２の本県における生活環境の保全に関する水質環境基準の水域類型の見直しの

考え方に基づき、各河川について、見直しの検討を進める。 

初回の見直しは、本県として類型指定後の初めての見直しであることから、類型

指定当時と比べて水質状況の変化が顕著である都川と葭川を対象とし、モデル的に

検討を行う。 

以降は、県内河川を６グループに区分し、年間１～２グループずつ順次見直して

いくこととする。 

 

【見直しグループ（次ページ参照）】 

   都川及び葭川（モデル事例）   ⇒  ～令和５年度 

   グループ① 江戸川流入河川 

   グループ② 利根川流入河川 

   グループ③ 九十九里海域流入河川 

   グループ④ 南房総海域流入河川 

   グループ⑤ 東京湾内房流入河川 

   グループ⑥ 東京湾内湾流入河川 

 

グループ毎に順次、 

見直しを進める。 

（令和５年度～） 


